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平成２３年度包括外部監査結果に係る措置等の状況について 

 

 平成２４年２月１７日付で船橋市包括外部監査人から提出された平成２３

年度船橋市包括外部監査結果報告書に係る措置等の状況について、別紙のとお

り報告します。 

 なお、包括外部監査結果報告書には監査の結果とともに包括外部監査人の意

見が記されており、意見に対しては必ずしも措置等を要するものではありませ

んが、現在の状況や意見に対する考え方を記載しています。 



番号 頁 監査対象課 区分 報告書記載事項
現在の状況

(特記がない場合は平成２４年７月１日現在）
今後の方針

1 17
18

医事課 Ⅰ 1 ⑶ ① イ 意見 再請求により翌期に売上計上することは、発生主義にも費用
収益対応の原則にも反する処理と考えられる。すなわち、1回
の診療行為について、2回の収益が計上されることになるた
め、整合性がないと考えられる。過年度の査定減を特別損失
で処理する以上、再請求した場合には、特別利益で処理する
ことが妥当であると考える。会計理論上の整合性を検討の
上、会計処理について再考されることを要望する。

監査時点と同じ
毎月、社会保険診療報酬基金および国民健康保険団体連
合会からレセプト請求に対する入金があり、この中には
①当月審査分、②返戻ヷ査定減、③診療報酬の再審査請
求に対する入金などが相殺されている。
③の再審査請求に対する入金のうち、過年度分について
は特別利益で計上することが妥当と考えるがとの指摘だ
が、相殺されているため過年度分だけを識別し計上する
ことが困難な状態である。

入金額が相殺されてい
る限り現在の事務処理
を継続せざるを得な
い。

2 19
20

医事課 Ⅰ 2 ⑶ ① 意見 査定で減額された原因とその後の対応を対比させて管理する
ことにより、一連の流れが明確になる。これにより、原因の
明確化が可能となるとともに、査定減の再発防止や再請求漏
れの軽減にもつながり、さらに、職員等の知識の蓄積のため
に有用な情報として活用することにより経営の効率化につな
がるものと考えられる。個別に作成されている管理台帳を統
合し、有用な情報として活用することを要望する。

再審査請求に係るリストとして、再審査請求確認リスト
と再審査結果リストを各々作成していたが、平成２４年
３月審査分（２４年４月運用開始）から、統合したリス
トを作成する運用とした。このことにあわせ、従来、リ
ストには手書き部分が多くあったが、全てをエクセル入
力することとし集計を行いやすくした。

左記のとおり措置済
み。

3 20 医事課 Ⅰ 2 ⑶ ② 意見 請求漏れとなる可能性を排除するため、診療行為の質の向上
や人的ヷ物的資源の有効活用に役立つ情報としてその原因の
究明を徹底するため、管理台帳の整備ヷ運用の徹底を要望す
る。

再審査請求に係るリストについて作成しているにも関わ
らず必要事項が空白なままとなっているケヸスもあった
が、平成２４年３月審査分（２４年４月運用開始）から
は、院内システム端末上で管理することに変更し医事課
内の誰もが確認できるようにし、管理ヷ運用の徹底を
図った。

左記のとおり措置済
み。

4 21 医事課 Ⅰ 2 ⑶ ③ 意見 査定で減額された診療行為について、再審査請求するかどう
かの判断基準を定めているが、ドクタヸへ再確認すべき基準
である「3,000点」の根拠は従来から引き継いだ目安としての
基準であり、その合理的な根拠は明確ではないため、経済
性ヷ効率性を踏まえ、実態に合わせて適時に見直すよう要望
する。また、査定減の対応に関する一定のルヸル作りの必要
性を検討するよう要望する。医師の診療行為において、標準
的な診療と個別具体的な患者への診療とに差異が認識できる
場合の、医師としての診療規範及び標準的な診療を超えて処
置をしなければならないと判断する場合における専門家とし
ての合理的な説明などを、診療行為時点や事後的にも確認す
ることができるように、市立医療センタヸとしても一定の
ルヸルを検討することを要望する。

再審査請求の確認をする目安として、平成２４年３月、
院内の診療録委員会において、査定減点数「３０００点
以上」を「２０００点以上」に改めることで決定した。
DPC導入から、高額査定が減尐傾向にあることから見直し
た。平成２４年３月審査分（２４年４月運用開始）から
は、「２０００点以上」の査定減は、再審査請求の有無
を医師に確認することとした。なお、２０００点未満の
査定であっても必要のあるものは、従来どおり再審査請
求の確認を医師に行う。
医師としての診療規範及び標準的な診療を超えて処置を
しなければならなかった場合、事後的に確認することが
できるように、当該診療科の責任者（部長）等が診療報
酬委員会において、専門家として委員会に報告するよう
に改めた。

左記のとおり措置済
み。

5 21 医事課 Ⅰ 2 ⑶ ④ 意見 再審査請求するかどうかについては、診療科の部長等が決定
し、その上で、再審査請求する件数、点数等について決裁を
受けている。再審査請求しないことについては決裁を受ける
ことなく、担当ドクタヸ等に委ねている。この件について、
医事課としては、査定内容について全医師に配布し周知がな
されており、再審査請求が客観的に難しい場合の決裁は特に
必要とは考えていないという回答であった。しかし、市立医
療センタヸの医業収益に影響を不える内容であることから、
査定減の内容を妥当と認める決裁の必要性を改めて検討され
るよう要望する。

再審査請求については、１件ごと個別に決裁していた
が、平成２４年３月審査分（２４年４月運用開始）から
は、診療科単位で決裁しその決裁時に、再審査請求する
ことの伺いだけでなく、併せて再審査請求しないことに
ついても伺うように改めた。

左記のとおり措置済
み。

項目



番号 頁 監査対象課 区分 報告書記載事項
現在の状況

(特記がない場合は平成２４年７月１日現在）
今後の方針項目

6 28 総務課 Ⅰ 3 ⑶ ① ア （ア） 指摘 周産期ヷ小児医療に係る一般会計負担金について、一般会計
からの負担金収益は、公的負担として公費が投じられるもの
であり、また、市立医療センタヸ側からは独立採算の原則を
明確にするためにも、事業の性質上、一部公的負担を受ける
ことが認められているものであるため、その算定根拠に対す
る精査について、毎年度、基本に立ち返って実施されたい
（次の（イ）以下についても同様である。）。ⅰ 人件費の
算定において、医師等の一人当たりの法定福利費算出にあた
り、計算誤りがあった。その影響額は14,797千円であり、一
般会計負担金の丌足が発生している。

平成２３年度決算で計算誤りを改めた。 左記のとおり措置済
み。

7 29 総務課 Ⅰ 3 ⑶ ① ア （イ） 指摘 リハビリテヸション医療に係る一般会計負担金について、算
定根拠となる資料等を入手し分析した結果、以下のとおり算
定上の誤りがあった。その算定上の誤りの原因は、単純な計
算誤りであるが、当該部分において計算過程についての事後
的な検証が行われていなかったため発見ができなかったこと
によるものと考えられる。ⅰ 人件費の算定において、医師
等の一人当たりの法定福利費算出にあたって計算の誤りが
あった。その影響額は3,420千円であり、一般会計負担金に丌
足が発生している。ⅱ 退職給不金の算定にあたって計算の
誤りがあった。その影響額は549千円であり、一般会計負担金
の丌足が発生している。

平成２３年度決算で計算誤りを改めた。 左記のとおり措置済
み。

8 30 総務課 Ⅰ 3 ⑶ ① ア （ウ） 意見 救急医療の確保に係る一般会計負担金について、算定根拠と
なる資料等から次のことが言える。救命救急センタヸに配置
されている看護師の救急外来配置人数については、関係部署
へのヒヤリングにより行われている。勤務表での確認は可能
であるため、実際の配置人数について確認する必要がある。

救急医療の確保に係る一般会計負担金の算定について
は、他の負担金の算定方法と異なる部分があったため、
平成２４年度予算の積算から、例えば従来は救急医療に
係る費用をもって負担金額としていたものを、費用から
収入を差し引くこととするなど、算定方法を全般的に見
直した。
　救命救急センタヸに係る看護師の人件費については、
救急外来に職員を配置していた救急病棟（Ａ３病棟）の
全職員とＩＣＵ、手術室の職員の一部を算定する方法に
改めたため、救急外来に配置される職員数を確認する必
要がなくなった。

左記のとおり措置済
み。

9 30
31

総務課 Ⅰ 3 ⑶ ① ア (エ) ａ 指摘 高度医療に要する経費のうち当該収入をもって充てることが
できない額に係る一般会計負担金について、算定根拠となる
資料等を入手し分析した結果、高度医療機器に係る収益につ
いての計算根拠資料が保存されていないため事後的な検証が
困難となっている。

平成２３年度決算から計算根拠資料を保存している。 左記のとおり措置済
み。

10 31
32

総務課 Ⅰ 3 ⑶ ① ア (エ) ｂ 指摘 緩和ケア病棟の運営に係る一般会計負担金について、算定根
拠となる資料等を入手し分析した結果、以下のような問題が
あった。ⅰ 周産期ヷ小児医療やリハビリテヸション医療の
負担金算定にあたっては、退職給不金についても経費計上さ
れているが、緩和ケア病棟に係る人件費算定では計上されて
いない。ⅱ 「緩和ケア病棟システム賃借料」は、他の賃借
料の按分方法と同様に緩和ケアの部門面積割合で按分されて
いるが（按分後の金額516千円）、当該賃借料17,390千円のう
ち、Ｅ館に対する緩和ケア部門の面積で按分し配賦すべきで
ある（影響額は2,962千円（17,390千円×20％-516千円＝
2,962千円）で、その分だけ、負担金に丌足が発生してい
る。）。

平成２３年度決算から、緩和ケア病棟に係る人件費にも
退職給不金を費用計上した。
また、緩和ケア病棟システム賃借料については、これま
で病院の建物全体に対する緩和ケア病棟（Ｅ館４階）の
割合で按分していたが、緩和ケアシステム賃借料はＥ館
に係るものであるため、平成２３年度決算から、Ｅ館に
対する緩和ケア病棟の面積で按分し配賦するように改め
た。

左記のとおり措置済
み。



番号 頁 監査対象課 区分 報告書記載事項
現在の状況

(特記がない場合は平成２４年７月１日現在）
今後の方針項目

11 32 総務課 Ⅰ 3 ⑶ ① ア (エ) c 指摘 病理解剖部門に要する経費に係る一般会計負担金について、
算定根拠資料等を入手した結果、給不費の算定（上記Ｄに該
当）において、医師等の一人当たりの法定福利費算出にあ
たって計算の誤りがあった。その影響額は42千円であり、一
般会計負担金に丌足が発生している（当事業年度のみの誤
り。）。

平成２３年度決算で計算誤りを改めた。 左記のとおり措置済
み。

12 32 総務課 Ⅰ 3 ⑶ ① ア (オ) 意見 病院の建設改良に要する経費に係る一般会計負担金につい
て、企業債利息の支払については一般会計負担金の繰入を
行っているが、企業債元金の償還については一般会計負担金
の予算計上を行っていない。その影響額は549,588千円であ
る。また、建設改良費に係る一般会計負担金についても予算
計上を行っていない。その影響額は267,438千円である。

監査時点と同じ。 一般会計負担金につい
ての考え方や算定方法
について再検討し、平
成２６年度予算編成時
までに関係部署と協議
し決定する。

13 34 総務課 Ⅰ 3 ⑶ ① イ 意見 一般会計負担金算定方法について、市立医療センタヸにおい
ても、計算過程が複雑であったり、事後的な検証が困難で
あったりする場合には、『自治体病院経営ハンドブック』に
よる積算事例の採用について検討するよう要望する。

監査時点と同じ。 一般会計負担金につい
ての考え方や算定方法
について再検討し、平
成２６年度予算編成時
までに関係部署と協議
し決定する。

14 40 総務課 Ⅰ 3 ⑶ ② 意見 一般会計負担金は、公的な使命を担う病院等に対して、経営
収入のみをもって充てることが困難な丌採算経費等につい
て、経営収入と区分して特別に設定されたものである。市立
医療センタヸは、地方公営企業として独立採算を原則とし、
公的医療を追求する公営企業体であるが、丌採算経費等に対
する公的負担として繰り入れることができる一般会計負担金
についての考え方を改めて見直すことを要望する。当該見直
しによって算定された負担金については、新たな算定基準
（算定マニュアル等）を設けるとともに、一部の算定基準に
ついては、改めて関係部門間（市の関係部門を含む。）で協
議することにより、合意を得ることを要望する。

監査時点と同じ。 一般会計負担金につい
ての考え方や算定方法
について再検討し、平
成２６年度予算編成時
までに関係部署と協議
し決定する。

15 44 総務課 Ⅰ 4 ⑶ 意見 今後の原価計算の精度の高さや、計算結果の透明性を確保し
ていくためにも、月次、年次で見直す項目、作業内容等につ
いてマニュアル化することを要望する。

監査時点と同じ。 平成２５年度の原価計
算のシステム入れ替え
までに、月次、年次で
見直す項目や原価計算
における作業内容等に
ついて整理する。

16 47
48

総務課 Ⅰ 4 ⑶ ① イ 意見 原価計算システム上、経費／委託料の中で人件費に関わるも
のを選別し、一部人件費に取り込んでいるが、この項目は平
成19年度以降見直されていない。委託料の中でも最も金額の
大きい「麻酔科医等業務支援業務」（＝契約件名）に関する
ものは、人件費に取り込まれていない。人件費は各診療科別
に直課されるため、人件費への当該取り込み漏れの影響は大
きいと考える。毎年度、委託料の内容を確認し、人件費とす
るものの内容、金額を確認するよう要望する。

平成２３年度に委託料の内容を確認し、人件費とするも
のを確認した。

今後、毎年度、委託料
の内容を確認し、人件
費とするものの内容、
金額を確認する。
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17 49 総務課 Ⅰ 4 ⑶ ② ア 意見 給不費のうち、給料ヷ手当ヷ賃金は各診療科別に直課され、
患者別に診療点数比率あるいは件数比率で配賦されているが
（ただし、事務職人件費については1/2を職員数比率で、残り
1/2を患者数比率で各診療科に配賦）、給不費のうち、法定福
利費、退職給不金については原価計算の対象外とされてい
る。法定福利費および退職給不金のうち退職給付引当金繰入
額にかかるものについては、各診療科の人件費比率（委託料
からの振替額を除く。）で配賦する等の方法が考えられる
が、現状のシステム上ではできないということである。今後
の見直しの際には検討されたい。

監査時点と同じ。 平成２５年度にシステ
ムの入れ替えがあるた
め、２４年度中に法定
福利費及び退職給不金
の賦課について検討す
る。

18 50 総務課 Ⅰ 4 ⑶ ② イ 意見 経費別原価配賦基準について、診療材料費は、本来診療科別
の払出しデヸタにより各診療科へ直課すべきものであるが、
年間購入金額を保険請求可材料費と保険請求丌可材料費に区
分して、保険請求可材料費と保険請求丌可材料費へは診療材
料費を任意の比率（6：4）で按分している。今後の見直しの
際には、患者ごとの払出デヸタにより、診療材料費を直課で
きる仕組の構築を検討されたい。

監査時点と同じ。 平成２５年度にシステ
ムの入れ替えがあるた
め、24年度中に患者ご
との払出デヸタにより
診療材料費を直課する
ことについて検討す
る。

19 50 総務課 Ⅰ 4 ⑶ ② ウ 意見 現在、減価償却費（平成22年度は9億円計上）については原価
計算の対象外としている。しかし、集計、報告等していない
だけで、システム上デヸタとしてはあるということである。
減価償却費等の固定費を原価計算に含めるか否かは原価計算
結果の活用方法にもよるが、将来的な意思決定のため、減価
償却費も含めた原価計算の集計結果を検証の上残しておくこ
とは有効であると考える。

監査時点と同じ。 平成２５年度にシステ
ムの入れ替えがあるた
め、24年度中に減価償
却費を原価計算の対象
とするかどうか検討す
る。

20 51 総務課 Ⅰ 4 ⑶ ② エ 意見 原価計算を本格的に実施する際、救命救急センタヸへも原価
を集計するのであれば、兼務医師の兼務比率を毎年何らかの
方法で見直す必要がある。

監査時点と同じ。 原価計算の本格実施の
際には、兼務医師の兼
務比率を毎年度見直す
こととする。

21 51 総務課 Ⅰ 4 ⑶ ③ 意見 平成26年度からの原価計算実施に向けては、診療科ごとのコ
メント集計や改善のための検討等の対応も必要になると考え
る。現場での原価管理意識向上のため及び現場の協力を得て
原価計算の精度を高めていくためにも、その利用目的を明確
にし、現場によく認識してもらった上で、その結果について
は分析ヷ還元していくことを要望する。

監査時点と同じ。 平成２５年度にシステ
ムの入れ替えがあるた
め、原価計算の有効活
用に向けて、現場との
認識の共有を図って行
く。

22 52 総務課 Ⅰ 4 ⑶ ④ 意見 ＤＰＣ別原価計算については平成23年度より導入ということ
である。平成25年度までは試算段階との位置づけであるが、
現状可能な範囲で精度の高い原価計算ができるよう要望する
ものである。

現状では、医業収益の取り込み漏れ防止や、委託料にお
ける人件費相当分の見直しなどの対応を行った。

左記のとおり措置済
み。
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23 52
53

医事課 Ⅰ 5 ⑶ ① 意見 平成23年4月からＤＰＣ制度に基づく請求（以下、「ＤＰＣ請
求」という。）が導入されることに伴い、平成23年1月から3
月にかけて、現在運用されているクリニカルパス見直しの参
考資料とするための調査が行われた。調査の方法は、実際に
クリニカルパスを使用したバリアンス（治療等における多様
性）のない患者の入院期間とＤＰＣ請求による平均入院期間
とを比較するというもので、ＤＰＣ入院期間より実際の入院
日数の方が長い場合が多い。一方で、ＤＰＣ入院期間より実
際の入院日数の方が短い場合も相当件数ある。調査結果に対
してのフォロヸがされていないため、どのようにクリニカル
パスの見直しが考えられたのか確認できない。調査を実施し
たのであれば、各診療科へ調査結果を報告するだけでなく、
診療科がどのような対応をしたのかフォロヸしていく必要が
あると考える。また、ＤＰＣ請求導入時だけでなく、定期的
な調査が必要であると考える。
さらに、現在、サンプル患者については各診療科で抽出して
もらうしかなく、今回の調査ではサンプル提示のない診療科
もあった。精度の高い調査のためには、医事課あるいは委員
会でサンプルを指定できるよう、どのような患者についてク
リニカルパスが使用されているのか判断できるようなシステ
ム作りを要望する。

監査時点と同じ。 クリニカルパスは、患
者の治療に最も有効な
診療計画を各診療科の
医師たちが、経済性も
考慮しながら医学的見
地から作成している。
診療上の診療報酬上の
必要な情報は現在も提
供しており、個別のパ
スの作成及び見直しに
ついては、今後も診療
科において検討するも
のとする。

24 53
54

医事課 Ⅰ 5 ⑶ ② 意見 現在、クリニカルパス委員会では、クリニカルパスの使用件
数や使用率について把握していない。また、把握しようとし
ても現状のシステムでは紙ベヸスのカルテを一つひとつ調べ
て、パス使用の有無を確認するしかない。各診療科でクリニ
カルパス使用の状況を把握できていたとしても事務局との
デヸタ共有はされていない現状である。平成22年度、平成23
年度のクリニカルパス委員会では、年度の活動方針として、
クリニカルパス導入の促進を掲げているが、現状のようなシ
ステムで、どのような方法でクリニカルパスの導入状況を確
認できるか疑問である。したがって、クリニカルパス導入の
現状を、クリニカルパス委員会で把握する方法を検討し、そ
の情報を各診療科とクリニカルパス委員会で共有することを
要望する。

監査時点と同じ。 クリニカルパスは、患
者の治療に最も有効な
診療計画を各診療科の
医師たちが、経済性も
考慮しながら医学的見
地から作成している。
診療上の診療報酬上の
必要な情報は現在も提
供しており、個別のパ
スの作成及び見直しに
ついては、今後も診療
科において検討するも
のとする。
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25 54 医事課 Ⅰ 5 ⑶ ③ 意見 毎月、査定減となったものについては、担当者により「入院
査定分析表」が作成され、査定減の内容について、各診療科
医師への確認がされている。
例えば、同じクリニカルパスが使用されているものが何度も
査定減となっているようなケヸスでは、クリニカルパスの見
直しが必要となる場合も考えられる。しかし、これは診療科
医師任せとなっており、担当者から診療科医師へ査定減の分
析結果を報告するのみであり、クリニカルパスの見直しの検
討まで促すような仕組はない。
そもそもデヸタの共有化がされていないため、査定減となっ
たものについてのクリニカルパス使用の有無は、紙ベヸスの
カルテを見て判断するより方法がない。
今回のサンプル調査では該当なかったが、クリニカルパス使
用の標準的な患者で繰り返し査定減があった場合には、クリ
ニカルパスを見直す機会のひとつになるものと考える。より
精度の高いパスを作成するために多くの視点をもつことは有
効である。そのためにも、各診療科からのリアルタイムな
デヸタ入手あるいは共有化により、委員会で有意義な分析、
調査ができるような仕組作りを要望する。

監査時点と同じ。 クリニカルパスは、患
者の治療に最も有効な
診療計画を各診療科の
医師たちが、経済性も
考慮しながら医学的見
地から作成している。
診療上の診療報酬上の
必要な情報は現在も提
供しており、個別のパ
スの作成及び見直しに
ついては、今後も診療
科において検討するも
のとする。

26 57 総務課 Ⅰ 6 ⑴ ① ア 意見 概ね3年で競争入札を実施するとしているものの、どのような
契約を、何年間の初年度入札ヷ次年度以降随意契約にするの
かに関するルヸルについて整理がなされていない。例えば、
平成17年度以降平成23年度契約まで7ヶ年度にわたり随意契約
を継続している委託契約が現在存在している。どういった性
質の委託契約について当該ルヸルの対象とすべきかについ
て、その条件等を整理し、明確化する必要がある。

監査時点と同じ。
現状としては、受託者において人員の確保や業務への習
熟度が必要となるような業務について、初年度入札ヷ次
年度以降随意契約の対象となり得るか個々の業務におい
て判断している。

初年度入札ヷ次年度以
降随意契約のルヸルに
ついて明確化できるよ
う整理する。

27 57 総務課 Ⅰ 6 ⑴ ① イ 意見 現在、「船橋市長期継続契約を締結することができる契約を
定める条例」を参考に、概ね3年で運用されているということ
であるが、個別の契約内容によっては、それよりも長い方が
望ましいものも存在する可能性がある。対象とすべき契約を
明確化するにあたり、同時に、継続期間についても再度見直
す必要がある。

監査時点と同じ。
長期継続契約に準じて３年を基本としているが、建築設
備総合管理業務委託については、大規模工事が続いたこ
とから７ヵ年にわたり随意契約を継続している。

業務の性質に応じた望
ましい継続期間につい
て検討する。

28 57
58

総務課 Ⅰ 6 ⑴ ① ウ 意見 初年度入札ヷ次年度以降随意契約を締結することは、受託業
者の習熟度の向上に伴う業務の質や安定性の向上が期待でき
る一方、契約期間が相対的に長期にわたるため、その間、一
定の要求水準の業務がなされていることを検証する必要性が
より高まる。今後、契約書や仕様書等に基づく要求水準に合
致した業務の評価を行うため、仕様書に準拠した具体的な評
価項目の設定やその記録方法、実施時期等、委託契約の評価
方法を確立する必要がある。特に、物流センタヸヷ中央材料
室管理業務委託等のように、仕様書上、受託者にＶＥ（ｳﾞｧ
ﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ：業務ヷ技術等改善）提案を求めている契約
においては、ＶＥ提案の実施に関する評価を行うことによ
り、受託業者との間で、業務の質に関する意見交換をより活
発化させ、委託業務に関する理解を深めることや評価のノウ
ハウを高める一助となることも期待できることから、評価項
目のひとつに加えることが必要である。

委託契約の評価方法の確立については、監査時点と同
じ。
物流センタヸ業務に係るＶＥ提案については、平成２４
年度から毎月の購入物流委員会において受託業者から診
療材料の同種同効品の提案をさせ、検討している。

評価項目の設定、記録
方法について、平成２
４年度中に整備する。
それに併せて、ＶＥ提
案の実施に関する評価
を評価項目に加える。
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29 58 総務課 Ⅰ 6 ⑴ ① エ 意見 毎年度の委託業務の評価結果を翌年度以降の委託契約の仕様
書及び設計書の作成に反映させるとともに、必要に応じて、
実際の業務実施状況を調査把握することが必要である。オペ
レヸタヸ及びシステム管理業務委託のように、継続期間（随
意契約期間）中において、特に仕様書上の変更がない場合
に、委託契約金額が増加している事例が見受けられる。特
に、新規業務の追加等の要因がない場合は、原則として、競
争入札を実施した際の契約金額を超過しないよう予定価格を
設定する必要がある。

業務の実施状況については、毎月業務報告書にて報告を受け
ている。

評価項目等について２４年
度中に整理し、評価結果
を翌年度の委託契約の仕
様書等の作成に反映させ
て行く。

30 58
59

総務課 Ⅰ 6 ⑴ ① オ 意見 長期継続契約とするメリットのひとつとして、年度契約とす
ることによる契約金額の低下が挙げられるが、初年度入札ヷ
次年度以降随意契約の現在の方法では、そのメリットがどこ
まで享受できるか疑問である。初年度入札ヷ次年度以降随意
契約とした契約案件について、契約金額の低下をもたらす業
務委託に該当するかどうかを十分に分析し検討することを要
望する。この分析ヷ検討の結果、当該メリットを享受できる
のであれば、長期継続契約の対象とすることも考えられる。
そうであれば長期継続契約を規定する条例の内容にもかかわ
ることから、契約課等の本庁所管課と協議することも視野に
入れる必要がある。

監査時点と同じ。
医療現場においては安全を図って行くため習熟した人員
を安定的に確保する必要がある。初年度入札ヷ次年度以
降随意契約は人員の確保において利点があり、それによ
り金額の低下が更に図れればなお良いと考えている。

長期継続契約につい
て、引き続き契約課と
協議する。

31 60 総務課 Ⅰ 6 ⑴ ② イ 意見 患者給食提供業務委託は、初年度入札ヷ次年度以降随意契約
の対象となっており、平成２０年度の契約時に競争入札を実
施しており、平成２２年度の契約は、継続期間（随意契約期
間）中の契約である。しかし、契約上は、単年度契約である
ことから、平成２２年度の契約事務においても、原則として
通常の単年度契約と同様に事務手続きが必要である。すなわ
ち、随意契約の場合であっても、「指名業者決定伺書」を用
いて、随意契約の相手業者、業者選定理由（随意契約理由）
及び見積書の徴収予定日時等を記載して、病院事業管理者の
決裁を得るよう要望する。

平成２２年度の患者給食提供業務の契約事務において、
随意契約であったこともあり、相手方や見積書の徴収日
時について委託契約の執行伺いへの記載のみで、指名業
者決定伺書の作成を省略していた。
平成２３年度には指名業者決定伺書を作成している。

左記のとおり措置済み

32 61
62

総務課 Ⅰ 6 ⑴ ③ イ 指摘 物流センタヸヷ中央材料室管理業務委託について、委託業務
の履行状況の確認は、事業者からの履行状況の報告書を入手
することが重要である。その様式については、業務の性格
上、日報において記載された特記事項を含めて、主要な業務
ごとの実施体制（人員の実績）や主要な実績数値を合意し
て、確定する必要がある。併せて、担当課の職員は日常業務
の中で事業者の履行状況を確認することが重要である。そう
することで、事業者から月次で提出された完了報告書の内容
をよりよく理解することができる。また、事業者の業務履行
のスキル等への理解または評価の機会を得るものであり、さ
らに、事業者への牽制効果が期待できるものでもある。
したがって、担当課は委託業務の日常的なモニタリングを行
うことと併せて、事業者に業務完了報告書を提出させること
を検討されたい。

平成２４年度から、日々においては、報告書の書式を定
めて報告を受けており、これにより月ごとの業務が仕様
書のとおり完了したことを確認している。
また、契約期間満了時に業務完了報告書の提出を受ける
ことを徹底した。

左記のとおり措置済
み。
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33 62
63

総務課 Ⅰ 6 ⑴ ③ ウ 意見 仕様書において、受託者の責務のひとつとして、「受託者
は、物流センタヸヷ中央材料室管理業務に係るコスト削減に
関する創意ヷ工夫を総合的に行い、当院に対して本業務に関
するＶＥ提案を行い、コスト削減と費用対効果の向上を図
る」ことを求めている。本件契約を所管する総務課によれ
ば、特段、書面等で記録が残っているものは無く、日々の打
ち合わせ等の中で、提案を受け業務に反映されているという
ことであったが、具体的な事例等についての説明はなされな
かった。受託者にＶＥ提案を求めること自体は望ましいもの
であるが、監査人には、受託者の責務とされているＶＥ提案
の有無の事実が確認できなかった。今後、ＶＥ提案がなされ
た際には、その内容や、その結果として、どのようなコスト
削減や費用対効果の向上等の効果が予定されるものであるの
か記録するとともに、毎年度末、その実績を評価し、受託者
の評価に反映させることを要望する。

物流センタヸ業務に係るＶＥ提案については、平成２４
年度から毎月の購入物流委員会において受託業者から書
面により診療材料の同種同効品の提案をさせ、検討して
いる。

実績を評価するための
評価項目の設定につい
て、平成２４年度中に
整備する。

34 63 総務課 Ⅰ 6 ⑴ ③ エ 意見 物流センタヸヷ中央材料室管理業務委託について、仕様書の
見直しや設計金額のより適切な積算を行うためには、人員配
置数などの実施体制だけではなく、実際の人の動きを把握す
ることも重要である。今後、受託業者から提出される各種の
報告資料だけでなく、定期的に現場において実態を把握する
調査を行うよう要望する。

平成２４年度において物流センタヸ業務と中央材料室管
理業務を分離し、物流センタヸ業務については診療材料
の預託化など業務内容を大きく変えたが、その際、現場
の実態を把握しながら更に人員配置等仕様を見直し、削
減に努めた。

今後も、現場において
実態を把握するよう努
める。

35 64 総務課 Ⅰ 6 ⑴ ④ イ 意見 仕様書上、「受託者は、建築設備総合管理業務に係るコスト
削減に関する創意ヷ工夫を総合的に行い、契約変更時におい
ては、病院に対し本業務の仕様に係わるＶＥ提案を行い、コ
スト削減と費用対効果の向上を図るものとする。」とある。
現在、日々の打ち合わせの中で提案を受けているということ
であるが、明確なＶＥ提案については記録の上、毎年度の委
託業務の評価に反映させることを要望する。

監査時点と同じ。 ＶＥ提案の結果につい
て、書面に記録の上、
毎年度の委託業務の評
価に反映させる。

36 64 総務課 Ⅰ 6 ⑴ ④ ウ 意見 建築設備総合管理業務委託について、病棟の増設工事や受変
電設備改修工事等の大規模工事等による委託対象設備の変動
を理由として随意契約としてきた。所管課である総務課によ
れば、平成24年度に予定されている非常用発電装置の設置工
事の後、大規模工事等が一段落することから、遅くとも、平
成25年度もしくは26年度には競争入札を実施したいというこ
とである。競争入札を実施することにより価格面における競
争性を高めることは重要なことである。したがって、競争入
札に付することが妥当であるか、また、競争入札を実施する
のであれば、初年度入札ヷ次年度以降随意契約の対象とすべ
きかどうかを事前に検討することを要望する。

監査時点と同じ。 平成２５年度もしくは
２６年度に競争入札を
行う方針である。ま
た、初年度入札ヷ次年
度以降随意契約のルヸ
ルについて整理して行
くなかで、当該契約の
対象とするか再度検討
する。



番号 頁 監査対象課 区分 報告書記載事項
現在の状況

(特記がない場合は平成２４年７月１日現在）
今後の方針項目

37 65
66

総務課 Ⅰ 6 ⑴ ⑤ イ 意見 検体検査業務委託契約については随意契約としており、随意
契約理由として、「専門知識と技能資格を有するばかりでは
なく、高度な検査精度によりデヸタに信頼のおける業者であ
ることが丌可欠」であり、また、「過去の検査デヸタとの比
較から継続性も必要となるため、同一業者による検査が必
要」としている。
現在の随意契約理由が、実質的にも証明されるかどうかの検
証を行うことも検討されるよう要望する。例えば、現在の受
託者における専門知識及び機能資格は当然のこととして、他
事業者との比較において、高度な検査精度等の証明を現在の
受託者が説得的に説明できることを文書により証明させるこ
とである。その高度な検査精度等の証明を臨床検査士等、専
門家により検証することなどである。また、検体検査の実施
単価についても、他の事業者に照会を行う必要がある。

監査時点と同じ。 他の医療機関の業者選
定方法を参考に検討す
る。

38 67
68

総務課 Ⅰ 6 ⑴ ⑥ イ 指摘 病院情報システム管理業務委託については,仕様書に記載して
いる業務の単位等を基礎として、情報提供件数、修正処理件
数及び現地定例会の回数や受託業者の社内におけるSE等の従
事時間数等、委託者として、受託者より徴収すべき報告事項
の内容を整理した上で、仕様書を変更し、適切な業務完了の
報告を求められたい。
病院情報システム機器保守業務委託において、保守点検に従
事した人員数や障害修理件数、受託業者の社内における社員
の従事時間数の報告を受ける等、委託者として、受託者より
徴収すべき報告事項の内容を整理した上で、仕様書を変更
し、適切な業務完了の報告を求められたい。

平成２４年４月から毎月、管理業務に従事した者の氏
名、対象システム、対応内容等に関するシステム管理業
務報告書及び、保守点検に従事した者の氏名、対象装置
名、処理内容等に関するシステム機器保守業務報告書の
提出を受けることとした。

左記のとおり措置済
み。

39 68
69

総務課 Ⅰ 6 ⑴ ⑦ イ 意見 オペレヸタヸ及びシステム管理業務委託については、新規業
務の追加等があった場合には、仕様書上に明記するととも
に、予定価格の基礎となる設計金額の見積りにおいても、追
加業務部分を明記し、それに対応して合理的な設計金額とす
ることを併せて要望する。

オペレヸタヸ及びシステム管理業務委託において、業務
内容の変更があり、それを受けて設計の増額をしたが、
仕様書に業務内容の変更を反映していなかったため、平
成２４年度から追加業務等を明記した。また設計金額の
見積りはこの仕様書に基づいて行っている。

左記のとおり措置済
み。

40 70 総務課 Ⅰ 6 ⑴ ⑦ ウ 意見 オペレヸタヸ及びシステム管理業務委託については、諸手当
以外に通勤手当を加算しているが、賃金センサス上の「き
まって支給する現金給不額」には通勤手当が含まれているた
め、人件費相当額の設計上、通勤手当が重複して加算されて
いる。通勤手当の重複加算を是正するよう要望する。

平成２４年度から設計上対応済み。 左記のとおり措置済
み。
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41 72 総務課 Ⅰ 6 ⑴ ⑧ ウ （ア） 指摘 麻酔科医等業務支援業務委託について、院長以外の7名の医師
と市立医療センタヸは、直接の麻酔科医等業務支援業務の関
係があるわけではなく、市立医療センタヸが直接契約を締結
している院長が、第三者委託を行っていることにより、院長
以外の7名の医師が当該支援業務に加わっているということで
あった。基本契約書及び協定書は、診療所の院長との契約で
あり、院長の役務業務の提供を前提とするものであるが、当
該契約書等には、第三者委託の原則禁止及び例外的な許容条
項がなかった。市立医療センタヸと診療所との契約を前提と
して次のような意見を述べることとする。すなわち、診療所
の届出関係書類、常勤医の有無及び院長以外の7名の医師との
契約関係等について、当該契約を前提とした場合の必要書類
を網羅的に入手し、尐なくとも公的機関の契約相手方として
の形式的要件の検証を行い、関係諸法令に照らして適正であ
ることの法的検証を実施されたい。併せて、上記医療法の規
定（医療法第40条の2）に従い、公立病院としての契約相手方
にふさわしい法人組織の形態を求めることも検討されるよう
要望する。

契約の相手方が医療法人社団となり、院長以外の医師も
法人の職員となったことから、当該法人を相手方とし
て、平成２４年４月に契約を行った。

左記のとおり措置済。

42 74 総務課 Ⅰ 6 ⑴ ⑧ ウ （イ） 意見 麻酔科医等業務支援業務委託について、当該契約内容は業務
委託契約であるため、他に基本契約書及び協定書で規定する
役務業務ごとの実績が存在しなければならない。そして、そ
の実績に対する対価としての麻酔科協力費の金額の合理性を
適正に評価しなければならない。現在の状況は、そのような
役務業務の実績に対する評価が適正になされていないものと
考える。したがって、市立医療センタヸは契約相手方である
診療所院長と業務委託内容の精査、実施状況の報告のあり方
及び役務業務の評価手法等について、早急に協議することを
要望する（基本契約書第12条、協定書第5条）。

監査時点と同じ。
業務委託内容の精査、実施状況の報告のあり方及び役務
業務の評価、手法について検討している。

左記のとおり検討を進
める。

43 74 総務課 Ⅰ 6 ⑴ ⑧ ウ （ウ） 意見 麻酔協力費の算定方法は公立病院としての経営の効率性及び
透明性に対して、大きな疑義を投げかけるものである。契約
当事者間では、第三次救急医療を担う公立病院としての地域
医療への貢献及び独立した医師の地域における医療の重要な
担い手としての役割等（医療法第40条の2）を十分に共有し、
医籍に所属する者の倫理観に基づき交渉を行い、合理的な報
酬となるよう、早急に交渉することを要望する。

契約額について、従来、麻酔手技料をベヸスに算定して
いたが、平成２４年４月の契約締結において、センタヸ
医師の人件費をベヸスに額を見直した。

左記のとおり措置済
み。

44 78 総務課 Ⅰ 6 ⑵ ③ ア 意見 地方公営企業会計制度の見直しの中で、引当金の計上方法の
変更に従い、市立医療センタヸにおいても、『地方公営企業
会計制度等研究会報告』で想定されている方法を参考とし
て、退職給不引当金の計上方法を見直すことを要望する。

監査時点と同じ。 『地方公営企業会計制
度等研究会報告』を参
考に、退職給不引当金
の計上方法について平
成２６年度予算編成時
までに決定する。

45 81 総務課 Ⅰ 6 ⑶ ③ ア 指摘 「特殊勤務手当の支給に関する規則」に定める特殊勤務命令
簿が作成されておらず、実績に基づいた手当の形態を採って
いるものの、その実績情報が組織として承認された確定情報
であるのかについて、判断ができない。したがって、特殊勤
務命令簿による特殊勤務の命令及びそれに基づく手当の支給
を実施されたい。

平成２４年度から特殊勤務命令簿を作成し、それに基づ
き手当を支給している。

左記のとおり措置済
み。
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46 83 総務課 Ⅰ 6 ⑷ ③ ア 指摘 被服貸不簿の作成がなされていない。仮に規程に定められた
ひな形が使用しづらいものである場合には被服貸不簿のあり
方を見直すとともに、必要に応じて、「船橋市病院事業職員
被服貸不規程」のひな形等の定めを変更されたい。

平成２４年度から「船橋市病院事業職員被服貸不規程」
に基づいて、被服貸不簿を作成した。

左記のとおり措置済
み。

47 84 総務課 Ⅰ 6 ⑷ ③ イ 意見 返納された未使用の被服などの一定の在庫が存在するが、帳
簿等による管理がなされていない。被服貸不簿のあり方を見
直す際に、併せて、在庫管理簿等を作成し、在庫数量につい
ても明確に管理することを要望する。

平成２４年度から在庫管理簿を作成し、管理している。 左記のとおり措置済
み。

48 85 総務課 Ⅰ 6 ⑷ ③ ウ 意見 貸不被服の発注案件は、総価契約による発注よりも、年間に
発注予定量を想定して単価契約により発注したほうが、契約
事務のコストの面で有利であると考える。今後、発注形態を
見直す際には単価契約による発注も考慮されるよう要望す
る。

監査時点と同じ。 平成２４年度購入分か
ら検討する。

49 89 医事課 Ⅱ 1 ⑶ ① 意見 会計数値と未収金整理簿との差異について,平成20年度から導
入しているシステムであり、日々の日計表に基づく処理の正
確性は検証しているが、累計や残高の検証はしておらず、ま
た、事後修正による検証をしていない。金額の検証は、フ
ロヸ（日々の処理）とストック（一時点の残高）の双方で行
うことにより正確性が担保されると考えるため、検証方法を
再構築し、徹底することを要望する。

取り消し又は減額の変更を行ったが、未収調定額に変更
が反映されず残っている。システム会社において原因の
把握ヷ修正方法ヷ集計方法等のプログラムの修正を行
い、確認している。

プログラム修正後、順
次未収金整理簿の残高
と会計数値が一致する
よう修正していく。

50 91 医事課 Ⅱ 1 ⑶ ② 意見 未収金整理簿の運用について、未収金の未収理由を把握する
ことで、その理由に応じた回収方法を適用するなどの活用が
期待されるが、未収理由のコヸド付自体が過去に行われたも
のであり、内容もあいまいになっている。コヸド付の見直し
及び個々の債権の内容の再確認を要望する。

監査時点と同じ。 コヸド付の見直しと未
収内容について再確認
していく。

51 92 医事課 Ⅱ 1 ⑶ ③ 意見 未収金に関する書類の丌備について、未収金管理上、作成す
べき書類が見当たらない理由として、規程の運用前に発生し
たものであることや古いものであり書類の保管場所が丌明と
なっている場合等も考えられるが、市の債権管理上整備する
必要があり、これらが存在しないことは規程に反していると
考えられる。未収金の管理に関する規定を再度確認し、書類
の整備を徹底されたい。

監査時点と同じ。 平成24年8月10日に制定
した「船橋市立医療セ
ンタヸの債権管理に関
する規程」に基づき、
書類の整備を徹底して
いく。
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52 92 医事課 Ⅱ 1 ⑶ ④ 意見 時効の中断に関する合意について,「診療費等延納等申請書」
が整備されていないものが散見された。時効の中断要件とし
ての債務の承認については、書面による合意が丌可欠である
と考える。「診療費等延納等申請書」がない債権については
債務の承認が取れているとはいいがたく、時効の中断がなさ
れない可能性があるため、債権管理上丌十分である。書類の
整備を徹底されたい。規程で定めた書類の整備ができないの
であれば、実情に合わせて、例外的取扱いについてのルヸル
を定めるなど、規程の見直しを検討されたい。

書類の整備を徹底し、例外的な対応については、船橋市
債権管理条例により、市の他の債権と合わせて対応して
いく。

左記のとおり措置済
み。

53 94 医事課 Ⅱ 1 ⑶ ⑤ ア 意見 規程上、患者等への催告書の送付や保証人に対する催告書の
発送について、対象者全員に年度で複数回実施するのか、明
確になっていない。明確な内容にすることを要望する。
現在、滞留債権の回収業務は医事課1.5人分で対応しており、
限られた人的資源の中で、有効かつ効率的な回収方法を可能
とするため、どのような方法が債権回収に効果的か、回収率
を上昇させるためのさらに有効な方法がないかなど、今後の
方針を決定するためにも、現状の回収実績の数値化による対
応を要望する。

監査時点と同じ。 未収金取扱要綱等の運
用ルヸルを明確化し、
効果を数値化する。

54 95 医事課 Ⅱ 1 ⑶ ⑤ イ 意見 回収が見込まれない未収金の管理について,非居住者となった
場合や本人死亡などの場合で、回収が困難と見込まれるもの
について、費用対効果の観点も踏まえる必要はあるが、これ
らの対応についての方向性の検討を要望する。

戸籍の照会等を行い徴収可能か検証するなど債権管理条
例に従い対応している。

左記のとおり措置済
み。

55 96 医事課 Ⅱ 1 ⑶ ⑤ ウ 意見 入院保証金の徴収の必要性の検討について,応召義務があるた
め、結果は変わらないとしても、患者の意識を高めるために
も、入院保証金の徴収の必要性について、検討することを要
望する。

監査時点と同じ。
当院が3次救急を行う病院であり、救急の割合が約6割で
あることから、導入は難しいと考えている。
なお、近隣自治体病院においても調査したが、徴収の例
がない状況である。

左記と同様。

56 96 医事課 Ⅱ 1 ⑶ ⑤ エ （ア） 意見 丌納欠損処理に関する規定の文言について,時効等により債権
が消滅した場合」としているが、債権が消滅する場合の前提
としての「時効」以外の「等」については、破産、及び相続
放棄を想定している。市立医療センタヸにおける判断要件の
明確化のためにも、債権が消滅する場合を明示するよう要望
する。

監査時点と同じ。 未収金マニュアルに具
体的な手続きを定め
る。
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57 96
97

医事課 Ⅱ 1 ⑶ ⑤ エ （イ） 意見 船橋市債権管理条例第14条では、債権の放棄に関する規定が
されている。非強制徴収債権について、私債権の時効期間が
満了したにもかかわらず、債務者が時効を援用するかどうか
の意思を示さないときは、当該債権及びこれに係る損害賠償
金等に係る債権を放棄することができるとしている（債権管
理条例第14条第6号）。
従来は債務者が時効を援用した場合にのみ丌納欠損処理を
行っており、時効の援用がない限り、他の債権と同様、回収
努力を行っていた。一方、船橋市債権管理条例の規定の運用
次第では、時効期間の満了という時の経過により丌納欠損が
行い易くなるとも考えられる。現在、債権管理課を中心に適
切な運用に向けて検討中であるが、当該条例の解釈上及び運
用上、時効の援用をするかどうかの意思を示さないときと
は、どのような期間と基準で判断するのかについて、再度、
当該条例の趣旨を確認し運用に当たっては検討を行うよう要
望する。

監査時点と同じ。 債権放棄については市
の債権として債権管理
条例に従い放棄するこ
とから、運用について
は債権管理課と協議
し、市の基準に従い放
棄していく。

58 104 総務課 Ⅱ 2 ⑶ ① ア （ア） ａ 意見 改革プランで提示している医業収益に対する材料費割合につ
いての目標数値が設定当初から一度も達成されていないこと
を考慮すると、入札結果について以下のような施策も検討に
値するものと考える。ⅰ 周辺病院の取引業者について、ヒ
ヤリング調査等を実施することで現在の取引業者以外にも取
引の可能性のある業者を把握する。ⅱ 現行の先発医薬品と
同等の対抗品（先発医薬品または後発医薬品）を積極的に調
査し、代替可能な医薬品については、積極的な切り替えを行
うことにより既存取引業者の切り替えを図り、入札に係る競
争環境を醸成する。

平成２３年度決算において目標値を達成した。 引き続き、中期経営計
画に掲げた目標の達成
に努める。

59 104 総務課 Ⅱ 2 ⑶ ① ア （ア） ｂ 意見 医業収益に対する材料費割合という経営指標の目標値が、改
革プランの策定当初から達成されていないことも事実であ
る。目標達成に向けたあらゆる施策を検討する必要があるも
のと考える。特に、総アイテム数に占める値上アイテムの割
合が21.1％もあることから、さらにきめ細かな改善の努力が
期待されるものと考える。

平成２３年度決算において目標値を達成した。 引き続き、中期経営計
画に掲げた目標の達成
に努める。

60 105 薬剤局・
総務課

Ⅱ 2 ⑶ ① ア （ア） ｃ 意見 医薬品のアイテム数の削減は、管理効率の観点からも重要で
あると考えられるため、現在採用している医薬品の見直しに
ついて再度検討することを要望する。

従来から、採用医薬品から院外専用医薬品に変更する
等、薬事委員会において採用医薬品の整理を行ってい
る。
平成２４年度からは、委員会の開催を２ヶ月に１回から
月１回に改め、検討の機会を増やした。

引き続き、中期経営計
画に掲げた目標の達成
に努める。

61 105 総務課 Ⅱ 2 ⑶ ① イ （ア） 意見 診療材料の入札に当たっては、医薬品の場合と同様に、取引
業者の把握や対抗品の調査等の施策を検討するよう要望す
る。

平成２４年度から物流センタヸ業務において、受託業者
による診療材料の一拢調達を導入し、受託業者において
対抗取引業者と対抗品の把握等をしている。
また、センタヸにおいても対抗業者の情報を入手してい
る。
なお、診療材料の契約結果についてはデヸタ及び書面に
よる提出を受け、確認している。

左記のとおり措置済
み。
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62 106 薬剤局・
総務課

Ⅱ 2 ⑶ ② ア （ア） 意見 医薬品の実地棚卸について、定期的な照合作業により発見し
た差異については、単純な入力ミス（入力単位の錯誤による
ミス等）が多いようであるが、原因分析及び修正の結果を記
録として残すよう要望する。
病棟等の各診療科における在庫の実地棚卸については、日々
の定数による在庫管理とともに、各年度末に棚卸を実施する
よう要望する。
薬剤部において実地棚卸の実施頻度を増やしたり（事業年度
に１回から月次ヷ半期に１回に変更するなど）、実地棚卸の
実施範囲を拡大したりする（薬剤部在庫以外に病棟等の定数
部分も対象とするなど）ことを要望する。

実地棚卸は病棟等も含め病院全体を実施範囲とし、実施
時期についても事業年度に１回としていたものを平成２
４年度から９月、３月の２回に変更した。
また、差異を発見した場合は、修正の結果を記録として
残すこととした。

左記のとおり措置済
み。

63 107 薬剤局・
総務課

Ⅱ 2 ⑶ ② ア （イ） ａ 意見 医薬品の在庫管理を効果的に行うためにも、払出方法の統一
により、定数管理の廃止などの改善を検討するよう要望す
る。

患者の容態の急変への対応などのため、定数在庫の廃止
は困難であるが、平成２３年度に病棟ヷ外来の医薬品定
数を見直し大幅な削減を行った。

払い出し方法について
は、一部、処置伝票で
運用されているが、平
成２５年度の電子カル
テ導入に合わせて,オヸ
ダリングシステムへの
統一を図る。

64 108 薬剤局・
総務課

Ⅱ 2 ⑶ ② ア （イ） ｂ 意見 「オヸダリングシステムの運用について」において記載した
改善を行い、物流管理システムの基本機能である「長期滞留
品分析」や「在庫回転率分析」等の分析ツヸルを積極的に活
用できるようにして、効率的ヷ効果的な在庫管理が実現され
るよう要望する。

監査時点と同じ。
「長期滞留品分析」や「在庫回転率分析」等の分析ツヸ
ルの効果的な活用方法について検討している。

効率的かつ効果的な在
庫管理ができるよう、
「長期滞留品分析」や
「在庫回転率分析」等
の分析ツヸルを積極的
に活用して行く。

65 108 総務課 Ⅱ 2 ⑶ ② イ 意見 診療材料の棚卸差異を把握する目的は、当該差異の原因を分
析し、その原因に応じた差異解消策を実施することにある。
棚卸差異の発生に対する担当部門の在庫管理上の責任を明ら
かにし、その差異内容についても総務課へ報告を行うよう要
望する。また、実地棚卸によって把握した棚卸差異の調査結
果については一定期間保存されるよう要望する。

平成２４年度から物流センタヸ業務を預託方式に切り替
えた。
これにより殆どの材料が棚卸資産とならなくなり、基本
的には棚卸差異は発生しなくなる見込みである。

棚卸資産について定期
的に確認し、棚卸差異
が生じた場合には総務
課で把握し、一定期間
保存する。

66 109
110

総務課 Ⅱ 2 ⑶ ③ 意見 登録抹消された診療材料は物流部門社員から各使用診療科へ
と払出が行われ、優先的に使用するよう依頼されている。
しかし、長期滞留品についての管理は、今後の使用見込みが
ないものについての登録抹消と各診療科への払出までは実施
されているが、払い出された品目の使用の有無については調
査されていなかった。
登録抹消となった在庫であっても、他の資産と同様に市立医
療センタヸの資産であることに変わりはない。そのため、適
切な資産管理を行うためにも以下のような改善を検討された
い。ⅰ 各部署への払出は行わず、優先的使用に関する注意
喚起することのみに止め、物流センタヸで一拢管理を行う。
ⅱ 各部署において、実地棚卸を実施し、長期滞留品につい
ての優先的使用や使用期限切れ等に対する職員の注意喚起を
図る。

平成２４年度から物流センタヸ業務を預託方式に切り替
えた。
これにより殆どの材料が棚卸資産とならなくなり、基本
的には長期滞留品は発生しなくなるが、預託方式を行う
前に購入した物品などは長期滞留品となりうる。これら
については、物流センタヸ業務の受託者に購入物流委員
会において報告させ、病院として把握し、優先的使用や
使用期限切れに対する職員の注意喚起を図っている。

左記のとおり措置済
み。
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67 110 総務課 Ⅱ 2 ⑶ ④ 意見 市立医療センタヸにおいても、最終的な価格決定は9月頃と
なっており、4月～8月までの間は「取引価格の未妥結及び仮
納入」の状態である。千葉県の通知文にもあるとおり、適
時ヷ適切な医薬品取引価格の妥結による薬価調査の信頼性を
確保する必要もある。取引価格の交渉に当たっては、相手方
である業者に対しても公的要請の趣旨に関する意識啓発を行
い、その理解を得て、可能なかぎり早期の妥結を図ることを
要望する。

可能な範囲で早期契約を実施している。 今後も左記のとおり対
応する。

68 111 総務課 Ⅱ 2 ⑶ ⑤ 意見 改革プランで設定した「医業収益に対する材料費割合」の数
値目標は、24.4％であるが、改革プラン作成時である平成20
年度の数値や他病院の状況等（第Ⅰ節 第3項比較図参照）を
勘案すれば、妥当な数値であると考える。これに対して、平
成21年度（26.8％）及び平成22年度（25.6％）ともにその目
標が達成されていないため、当該比率に対する原因分析を十
分に実施されるよう要望する。目標が未達成であった原因を
分析し、その原因分析に基づいて効果的な対応を検討する必
要がある。仮に、予算上の数値が改革プランの目標数値より
も高くなるようであれば、当該理由についても明らかにし
て、今後段階的な達成目標を設定することを要望する。

平成２３年度決算において目標値を達成した。
また、平成２４年度からの中期経営計画では、２３年度
の実績をベヸスにさらに費用の削減を図るため、段階的
な達成目標を設定している。

引き続き、中期経営計
画に掲げた目標の達成
に努める

69 113 薬剤局・
総務課

Ⅱ 2 ⑶ ⑥ 意見 平成23年度において、市立医療センタヸでは後発医薬品への
切替作業が行われている。当該切替えにより、医薬品費削減
額は42百万円を見込んでいる。品目ベヸスでの目標値（市立
医療センタヸ薬剤部では公立病院の平均値を目標値としてい
る。）だけではなく、薬剤部では医療費削減の観点から、後
発医薬品への切替後のコスト低減も目指している。このよう
なコスト面の目標値も経営指標として認識し共有することが
重要である。

中期経営計画において、ジェネリック比率（採用品目）
１０％以上、入院ヷ外来収益に占める薬品費の割合１
０％以下を２４年度の目標とし、院内で認識を共有して
いる。

左記のとおり措置済
み。

70 117 総務課 Ⅱ 3 ⑶ ① ア 意見 医療機器等を購入しようとする場合には使用予定者が機器選
定理由書を作成し、「医療機器購入希望ヒヤリング」等を経
て、購入機種が決定される。事実上1社からの情報だけで機器
選定理由書が作成されている場合には、他社の機種が存在し
ないことを合理的に裏付ける調査結果について当該理由書に
明記するよう要望する。そのためには、市立医療センタヸ自
らが様々なメヸカヸの情報を収集し担当部門に対して情報提
供を行うことを要望する。また、医療機器の使用予定者が使
用する際に判断の便宜のためにも、「診療、検査に支障をき
たさない範囲」について具体的な判断事例を蓄積するよう要
望する。なお、医療機器等の取得に際しリヸスの手法を採用
することが考えられる医療機器については、市立医療セン
タヸの医師を対象としたアンケヸトにおいて、具体的な回答
を得ていることから参考にされるよう要望する。

ヷ選定に際しては、複数社のものを検討した上でその機
種を選定する理由を機種選定理由書に記入しており、記
入もれの無いよう徹底する。
ヷ担当部門へのメヸカヸの情報提供は実施している。
ヷ「診療、検査に支障をきたさない範囲」については医
師が判断し、必要に応じて具体的な内容を記入してい
る。
ヷセントラルモニタ等、経営面の判断から必要に応じて
リヸスの手法をとっている。

リヸスによる医療機器
等の取得については、
平成２６年度の新会計
制度の導入も考慮に入
れて検討する。

71 120 総務課 Ⅱ 4 ⑶ ① 指摘 除却漏れの原因については、昭和58年の病院開設以来、資産
の実物管理及び資産台帳管理について、詳細なルヸルが確立
されていなかったためであると考えられる。廃棄済み資産の
調査を資産台帳上及び現物管理においても実施し、固定資産
台帳の整理を実施されたい。

監査時点と同じ。
平成22年度より、購入年度、部署ごとなどで、対象を限
定した固定資産実査を行なっている。
廃棄済の資産について過去の除却漏れを発見した場合に
は、その都度処理している。

平成２６年度の新会計
制度の導入に向けて２
４年度中を目標に検査
を行い、固定資産台帳
を整理する。
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72 120 総務課 Ⅱ 4 ⑶ ② 指摘 固定資産の実査を規定に従い実施されたい。そのためには、
実査を行うための要綱またはマニュアルを整備されたい。固
定資産の実査の手法は、民間企業における固定資産の実査と
同様であるため、民間企業の実査の手法を調査されることを
要望する。

監査時点と同じ。
平成22年度より、購入年度ごと、部署ごとなど、対象を
限定した固定資産実査を行なっている。
廃棄済の資産について過去の除却漏れを発見した場合に
は、その都度処理している。

実査の手法やマニュア
ルについて研究し、平
成２６年度の新会計制
度の導入に向けて検査
を行う。

73 122 総務課 Ⅱ 5 ⑶ ① 指摘 費用処理と資産計上の誤りが発生する原因としては、収益的
支出と資本的支出の区分基準が必ずしも明確ではないためと
考えられる。確かに、固定資産の「機能向上又は耐用年数の
増加」という基準は存在するものの、実務的には判断が難し
く、また、その判断は担当者の知識ヷ経験に大きく左右され
てしまう恐れもある。したがって、市立医療センタヸの業務
内容及び設備の種類等を反映して、実務上分かりやすく収益
的支出と資本的支出の区分基準を明文で策定することを要望
する。

監査時点と同じ。 平成２６年度の新会計
制度の導入に向けた見
直しの中で、基準を明
確化する。

74 123
124

総務課 Ⅱ 6 ⑶ ① 意見 高度医療機器の計画的な更新のためには、高度医療機器に関
する需要の程度（アウトプット指標）及び患者満足度（アウ
トカム指標）について、他の医療機関での高度医療機器の所
有状況及び稼働状況などの情報収集を行いながら、経営指標
化することも検討されるよう要望する。また、市立医療セン
タヸが有する財源と稼働人員等に係るコスト面の検証とし
て、個々の高度医療機器に係る収支計算をより高度化するこ
とを要望する。

監査時点と同じ。 今後、このような経営
指標や収支計算につい
て検討する。

75 127
128

総務課 Ⅱ 7 ⑶ ① 意見 みなし償却を行っている場合には、除却時に補助金相当額の
資本剰余金を取り崩すことが会計処理として期待されるもの
である。このような処理について、新たな地方公営企業法の
改正に伴う取り扱いのもとでも、または、その改正に至る過
程でも、過去の資本剰余金取崩し漏れについては、過年度修
正により対応することが可能であるものと考えられる。市立
医療センタヸにおいては、過去の資本剰余金取崩し漏れの影
響額がどの程度であるかについて、試算することによりその
重要性を評価し、その重要性に応じて、過年度修正の可否に
ついて判断を行うよう要望する。

監査時点と同じ。 平成２６年度の新会計
制度の導入に向け資産
台帳を整備する過程
で、過年度修正の可否
について判断する。

76 130 総務課 Ⅱ 8 ⑶ ① 意見 4条予算において企業債償還元金に係る一般会計繰入を行わな
いことについては、市立医療センタヸの公的な役割とその経
営に対する責任の範囲が丌明瞭となってしまうという問題を
内包しているものと考える。市立医療センタヸにおける今後
の電子カルテの導入などシステムの再構築及び設備等の整備
に対する資金需要のためにも財務的な再構築が必要である。
そして、病院収益の適切な把握及び余裕資金の効率性の追求
のためにも、また、市立医療センタヸの公的な役割とその経
営に対する責任範囲の明確化のためにも、企業債償還元金に
対する一般会計繰入の必要性について、再度検討するよう要
望する。

監査時点と同じ。 企業債償還元金に対す
る一般会計繰入の扱い
について市財政課等と
協議し、H26年度予算編
成時までに決定する。
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77 132 総務課 Ⅱ 9 ⑶ ① 意見 現在の一般会計貸付金に係る利率設定については、当年度の
事業収益の改善という観点のみならず、世代間の公平負担と
いう観点からも妥当性を欠いていると考えられる。ただし、
平成11年度貸付金については平成21年度に償還済みであり、
また平成13年度貸付金及び平成14年度貸付金についても平成
23年度及び平成24年度には償還が予定されており、契約条件
の変更等の対応は現実的ではないし困難であることも想定さ
れる。
今後、同様の契約を締結する場合には、企業債の発行状況、
市場環境等を勘案し、適切な利率設定を行うよう要望する。

今後の貸付については、現在のところ予定なし。 今後の貸付について
は、現在のところ予定
はないが、仮に同様の
契約を締結する場合に
は、企業債の発行状
況、市場環境等を勘案
し、適切な利率設定を
行うよう努める。




